
議案第３８号 

 

   大口町都市計画税条例の一部改正について 

 

 大口町都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  平成３０年３月３０日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、地方税法の一部が改正されたことに伴い、この条例の一

部を改正するため必要があるからである。 

 





   大口町都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 大口町都市計画税条例（昭和３８年大口町条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

 附則第４項（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平

成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第５項及び附則第６項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３

０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。 

 附則第７項、附則第８項及び附則第９項（見出しを含む。）中「平成２７年度か

ら平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の大口町都市計画税条例の規定は、平成３０年度以後の

年度分の都市計画税について適用し、平成２９年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 
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大口町都市計画税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

   附 則    附 則 

１～３ 略 １～３ 略 

（宅地等に対して課する平成３０年度から平

成３２年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

４ 宅地等に係る平成３０年度から平成３２年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、

当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度

分の都市計画税について法第７０２条の３の

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以

下同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を

加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第２０項

を除く。）又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「宅地等

調整都市計画税額」という。）を超える場合

には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

４ 宅地等に係る平成２７年度から平成２９年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、

当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該

宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度

分の都市計画税について法第７０２条の３の

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以

下同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を

加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第２０項

を除く。）又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「宅地等

調整都市計画税額」という。）を超える場合

には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

５ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る

平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業

地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第２０項を除く。）又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該額に

５ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る

平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業

地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第２０項を除く。）又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該額に
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新 旧 

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額を超える場合には、前項の規定

にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額を超える場合にあっては、前項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

６ 附則第２項の規定の適用を受ける宅地等に

係る平成３０年度から平成３２年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅

地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第２０項を除く。）又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額に満たない場合には、附則第２項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。 

６ 附則第２項の規定の適用を受ける宅地等に

係る平成２７年度から平成２９年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅

地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第２０項を除く。）又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額に満たない場合にあっては、附則第

２項の規定にかかわらず、当該都市計画税額

とする。 

７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０.６以上０.７以下のものに係る

平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第２項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分の都

市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第２０項を

除く。）又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額（以

下「商業地等据置都市計画税額」という。）

７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０.６以上０.７以下のものに係る

平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第２項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分の都

市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第２０項を

除く。）又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額（以

下「商業地等据置都市計画税額」という。）
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新 旧 

とする。 とする。 

８ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０.７を超えるものに係る平成３

０年度から平成３２年度までの各年度分の都

市計画税の額は、附則第２項の規定にかかわ

らず、当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格に１０分の

７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

（第２０項を除く。）又は法附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「商業地等調整都市計画税額」とい

う。）とする。 

８ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０.７を超えるものに係る平成２

７年度から平成２９年度までの各年度分の都

市計画税の額は、附則第２項の規定にかかわ

らず、当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格に１０分の

７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

（第２０項を除く。）又は法附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額

（以下「商業地等調整都市計画税額」とい

う。）とする。 

（農地に対して課する平成３０年度から平成

３２年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

（農地に対して課する平成２７年度から平成

２９年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

９ 農地に係る平成３０年度から平成３２年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前

年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地

が当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３（第２０項を除く。）又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける農地であるときは、当該課税標準額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲

げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税額

（以下「農地調整都市計画税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整都市計画税

９ 農地に係る平成２７年度から平成２９年度

までの各年度分の都市計画税の額は、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前

年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地

が当該年度分の固定資産税について法第３４

９条の３（第２０項を除く。）又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける農地であるときは、当該課税標準額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲

げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税額

（以下「農地調整都市計画税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整都市計画税
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とする。 とする。 

略 

 

略 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的 

地方税法の一部改正に伴い、土地に係る都市計画税の負担調整措置の延長によ

る所要の整備を図る必要があるため改正するものです。 

 

２ 改正の概要 

土地に係る都市計画税の負担調整措置の延長 

固定資産税評価額は、平成６年度の税制改正により地価公示価格等の７割を

目処に評価することが決められたことにより、評価額と課税標準額にばらつき

が生じるようになりました。このばらつきを短期間で解消することは、納税者

の大きな負担になることから、平成９年度から土地の負担水準に応じた負担調

整措置（＊）を講じています。 

なお、都市計画税も固定資産税と同様に土地に係る評価替えに際し、現行の

負担調整措置の仕組みを平成３２年度までの３年間継続することとします。 

 

＊負担調整措置とは 

   平成９年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばら

つきのある負担水準（今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合）を均

衡化させることに重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地

は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は税負担をなだらかに

上昇させることにより、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みです。 

 

３ 施行期日 

  平成３０年４月１日から施行します。 
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